
資格情報のお知らせの保管とマイナンバー（個人番号）の確認のお願い

日頃より、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。
今年12月2日に、健康保険証は廃止となり、マイナンバーカード（健康保険証の情報を紐づけた
「マイナ保険証」）等の受診へ移行します。（健康保険証は来2025年12月1日まで使用可）
健康保険証の廃止後も、皆様が滞りなく医療機関に受診等をいただくため、健康保険証の情報
を記載した「資格情報のお知らせ」を送付いたしますので、保管・携帯をお願いいたします。
また、本お知らせの下段の「4桁の数字」は、対象者のマイナンバーです。お手数ですが、マイナン
バーカード等に記載のマイナンバーの「下4桁の数字」と照合（確認）をお願いいたします。

マイナンバー（下4桁）の照合

9012

9012

見本

見本

＜マイナンバーカード(裏面)＞

＜個人番号通知書(表面)＞

＜通知カード(表面)＞

＜資格情報のお知らせ＞

①資格情報のお知らせの下段の数字4桁(赤枠)と以下のいずれかのカード・書類のマイナンバーと照合。

②

照合先

2024年10月
日東電工健康保険組合

一致している 一致していない(誤りあり)
・資格情報のお知らせを保管
・資格情報のお知らせの右下の緑枠の部分
を切取って携帯※

※ マイナ保険証で受診する際に、病院でマイナ保険証の読み
取りできない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知ら
せを提示

・健康保険組合へご連絡をお願いします。

℡072-621-0251
【照合できない（上記照合先のカード等が不明）】
お住まいの市区町村の役所に連絡してください。

照合


